日本ローン債権市場協会（ＪＳＬＡ）推奨の「タームローン契約書」公表にあたって

ローン･シンジケーション委員会では、平成13年12月に公表した「リボルビング･クレジット･ファシリティ契約書」(RCF契約書)に続き、シンジケートローン組成の効率化を図るため、マーケットでの要望が強いタームローンの標準的な契約書の検討を進めて参りました。

この度、委員会での協議及び理事会の決議を経て、以下の研究成果を対外的に公表する運びとなりました。

· 協会推奨「タームローン契約書（JSLA平成15年度版）」及び使用上の留意事項

今回作成のタームローン契約書は、RCF契約書をベースとし、タームローンに関する事項を中心に修正を加える形で作成しています。従って、シンジケートローンに関する基本的な規定については、RCF契約書の規定を踏襲しております。タームローン契約書を検討する中で、シンジケートローンに関する基本的な部分についての意見等もありました。しかし、RCF契約書が公表されて1年程度しか経ておらず、現時点で見直しを行うより、RCF契約書を踏襲したタームローン契約書を公表し、使用実績を重ねて頂くことの方が有益と考えましたので、シンジケートローンに関する基本的な部分については見直しを行わなかったものです。今後、JSLAで公表した契約書の使用実績がある程度高まった時点で、その時点のマーケット慣行等も考慮し、公表した契約書の見直し等を行っていきたいと考えています。

当委員会では、引続き市場の発展に資するため、種々の検討を重ねていく予定ですので、引き続き宜しくお願いいたします。なお、本件に対するご意見等は、今後の協会及び委員会の活動の参考とさせて頂きたく存じますので、本ホームページ上「ご意見」欄にお寄せ下さい。

なお、この場を借りまして、業務多忙な中、委員会の議論に参加頂いた当委員会の委員の方々、監修作業を行って頂いた森・濱田松本法律事務所の諸先生方に対して御礼申し上げます。
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